
 

一 

◎
日
本
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

○
日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

日
本
銀
行
は
、
我
が
国
の
中
央
銀
行
と
し
て
、
銀
行
券
を
発
行
す
る

と
と
も
に
、
物
価
の
安
定
、
名
目
経
済
成
長
率
の
持
続
的
な
上
昇
及
び
雇
用

の
最
大
化
を
図
る
た
め
通
貨
及
び
金
融
の
調
節
を
行
い
、
も
っ
て
国
民
経
済

の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

２ 

〔
略
〕 

  

第
二
条 

削
除 

    

（
日
本
銀
行
の
自
主
性
の
尊
重
及
び
透
明
性
の
確
保
） 

第
三
条 

日
本
銀
行
の
通
貨
及
び
金
融
の
調
節
（
次
条
第
二
項
の
目
標
の
設
定

を
除
く
。
）
に
お
け
る
自
主
性
は
、
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

〔
略
〕 

  

（
政
府
と
の
関
係
等
） 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

日
本
銀
行
は
、
我
が
国
の
中
央
銀
行
と
し
て
、
銀
行
券
を
発
行
す
る

と
と
も
に
、
通
貨
及
び
金
融
の
調
節
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

２ 

〔
同
上
〕 

  

（
通
貨
及
び
金
融
の
調
節
の
理
念
） 

第
二
条 

日
本
銀
行
は
、
通
貨
及
び
金
融
の
調
節
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
物

価
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
通
じ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と

を
も
っ
て
、
そ
の
理
念
と
す
る
。 

  

（
日
本
銀
行
の
自
主
性
の
尊
重
及
び
透
明
性
の
確
保
） 

第
三
条 

日
本
銀
行
の
通
貨
及
び
金
融
の
調
節
に
お
け
る
自
主
性
は
、
尊
重
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

〔
同
上
〕 

  

（
政
府
と
の
関
係
） 



  

二 

第
四
条 

〔
略
〕 

２ 
日
本
銀
行
は
、
物
価
の
安
定
、
名
目
経
済
成
長
率
の
持
続
的
な
上
昇
及
び

雇
用
の
最
大
化
に
係
る
目
標
（
そ
の
達
成
の
時
期
を
含
む
。
）
並
び
に
当
該
目

標
に
基
づ
き
日
本
銀
行
の
果
た
す
べ
き
機
能
及
び
責
務
等
を
定
め
る
協
定

（
以
下
単
に
「
協
定
」
と
い
う
。
）
を
政
府
と
の
間
で
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

日
本
銀
行
は
、
協
定
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
目
標
の
達
成
状

況
そ
の
他
の
協
定
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
政
府
に
対
し
説
明
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

  

（
権
限
） 

第
十
五
条 

次
に
掲
げ
る
通
貨
及
び
金
融
の
調
節
に
関
す
る
事
項
は
、
委
員
会

の
議
決
に
よ
る
。 

 

一 

協
定
に
お
い
て
定
め
る
事
項 

 

二
～
七 

〔
略
〕 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
の
議
決
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
事
項
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
委
員
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
十
二 

〔
略
〕 

 

十
三 

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
の
決
定
、
同
条
第

三
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
作
成
及
び
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
概

況
書
の
作
成 

 

十
四
～
十
六 

〔
略
〕 

第
四
条 

〔
同
上
〕 

〔
新
設
〕 

   

〔
新
設
〕 

    

（
権
限
） 

第
十
五
条 

次
に
掲
げ
る
通
貨
及
び
金
融
の
調
節
に
関
す
る
事
項
は
、
委
員
会

の
議
決
に
よ
る
。 

 

〔
新
設
〕 

 

一
～
六 

〔
同
上
〕 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
の
議
決
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
事
項
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
委
員
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
一
～
十
二 

〔
同
上
〕 

 

十
三 

第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
作
成
及
び
第
五
十
五
条

に
規
定
す
る
業
務
概
況
書
の
作
成 

  

十
四
～
十
六 

〔
同
上
〕 



 

三 

３ 
〔
略
〕 

  

（
役
員
の
解
任
） 

第
二
十
五
条 
内
閣
又
は
財
務
大
臣
は
、
日
本
銀
行
の
役
員
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
役
員
を
解
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

一
・
二 

〔
略
〕 

 

三 

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。 

 

四 

〔
略
〕 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
内
閣
又
は
財
務
大
臣
は
、
日
本
銀
行
の
役
員

が
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
た
と
き
そ
の
他
日
本
銀
行
の
役
員
た
る
に
適
し

な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
役
員
を
解
任
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
裁
、
副
総
裁
又
は
審
議
委
員

を
解
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
内
閣
は
、
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
後
、

両
議
院
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
四
条
第
二
項
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
で
も
、

日
本
銀
行
か
ら
そ
の
合
理
的
な
理
由
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
前

項
の
規
定
の
適
用
は
な
い
も
の
と
す
る
。 

  

（
外
国
為
替
の
売
買
） 

第
四
十
条 

日
本
銀
行
は
、
通
貨
及
び
金
融
の
調
節
の
た
め
そ
の
他
必
要
に
応

３ 

〔
同
上
〕 

  

（
役
員
の
身
分
保
障
） 

第
二
十
五
条 

日
本
銀
行
の
役
員
（
理
事
を
除
く
。
）
は
、
第
二
十
三
条
第
六
項

後
段
に
規
定
す
る
場
合
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除

く
ほ
か
、
在
任
中
、
そ
の
意
に
反
し
て
解
任
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。 

 

一
・
二 

〔
同
上
〕 

 

三 

禁
錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。 

 

四 

〔
同
上
〕 

２ 

内
閣
又
は
財
務
大
臣
は
、
日
本
銀
行
の
役
員
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
役
員
を
解
任
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

   

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
理
事
に
つ
い
て
は
、
財
務
大
臣
は
、
委
員
会

か
ら
そ
の
解
任
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
求
め
が
あ
っ
た
理
事
を
解

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
外
国
為
替
の
売
買
） 

第
四
十
条 

日
本
銀
行
は
、
必
要
に
応
じ
自
ら
、
又
は
第
三
十
六
条
第
一
項
の



  

四 

じ
自
ら
、
又
は
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
の
事
務
の
取
扱
い
を

す
る
者
と
し
て
、
外
国
為
替
の
売
買
を
行
う
ほ
か
、
我
が
国
の
中
央
銀
行
と

し
て
の
外
国
中
央
銀
行
等
（
外
国
の
中
央
銀
行
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
国
際
機
関
（
我
が
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
関
を

い
い
、
国
際
決
済
銀
行
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
協
力
を
図
る
た
め
、
こ

れ
ら
の
者
に
よ
る
外
国
為
替
の
売
買
の
事
務
の
取
扱
い
を
す
る
者
と
し
て
、

外
国
為
替
の
売
買
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２
・
３ 

〔
略
〕 

  

（
国
会
へ
の
報
告
及
び
出
席
） 

第
五
十
四
条 

日
本
銀
行
は
、
協
定
を
締
結
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の

内
容
を
財
務
大
臣
を
経
由
し
て
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

日
本
銀
行
は
、
第
四
条
第
二
項
の
目
標
の
達
成
状
況
そ
の
他
の
協
定
の
実

施
状
況
に
つ
い
て
、
国
会
に
対
し
、
財
務
大
臣
を
経
由
し
て
報
告
す
る
と
と

も
に
、
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

〔
略
〕 

４
・
５ 

〔
略
〕 

 
規
定
に
よ
り
国
の
事
務
の
取
扱
い
を
す
る
者
と
し
て
、
外
国
為
替
の
売
買
を

行
う
ほ
か
、
我
が
国
の
中
央
銀
行
と
し
て
の
外
国
中
央
銀
行
等
（
外
国
の
中

央
銀
行
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
国
際
機
関
（
我

が
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
関
を
い
い
、
国
際
決
済
銀
行
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
の
協
力
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
者
に
よ
る
外
国
為
替
の
売
買
の

事
務
の
取
扱
い
を
す
る
者
と
し
て
、
外
国
為
替
の
売
買
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。 

２
・
３ 

〔
同
上
〕 

  

（
国
会
へ
の
報
告
及
び
出
席
） 

第
五
十
四
条 

     
 

〔
同
上
〕 

２
・
３ 

〔
同
上
〕 

 
 

 

 
 



 

五 

○
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
（
附
則
第
二
項
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 

附 
則 

 

（
納
期
限
の
延
長
に
係
る
延
滞
金
の
特
例
） 

第
三
条
の
二
の
二 
当
分
の
間
、
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
六
条
の
三
に
規
定

す
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間
と
し
て
政
令
で
定
め
る
期
間
内
は
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
四
十
五
の
二

第
一
項
及
び
第
三
百
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
七
・
三
パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
の
引
上
げ
に
応

じ
、
年
十
二
・
七
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
の
範
囲
内
で
定
め
る
割
合
と
す

る
。 

 

 
 

 

附 

則 

 

（
納
期
限
の
延
長
に
係
る
延
滞
金
の
特
例
） 

第
三
条
の
二
の
二 

当
分
の
間
、
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
六
条
の
三
に
規
定

す
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間
と
し
て
政
令
で
定
め
る
期
間
内
は
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
四
十
五
の
二

第
一
項
及
び
第
三
百
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
七
・
三
パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
の
引
上
げ
に
応

じ
、
年
十
二
・
七
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
の
範
囲
内
で
定
め
る
割
合
と
す

る
。 

 
 

 

 


